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付則

第１章 総則

（準拠）

第１条 警視庁警察学校（以下「警察学校」という ）の運営の細目については、別に定め。

のあるもののほか、この規程の定めるところによる。

（職員）

、 （ 。） 。第２条 庶務部に管理官を置き 警視 同相当職の警察行政職員を含む をもつて充てる

２ 初任教養部及び専科教養部に教授を置き、警視（同相当職の警察行政職員を含む ）を。

もつて充てる。

３ 初任教養部に主査を置き、警部（同相当職の警察行政職員を含む ）をもつて充てる。。

第２条の２ 警察学校には、警視庁組織規則（昭和４７年４月１日東京都公安委員会規則第

２号）に定める職にある職員のほか、教官、助教その他必要な職員を置く。

２ 教官には、警部補（同相当職の警察行政職員を含む ）をもつて充てる。。

３ 助教には、巡査部長（同相当職の警察行政職員を含む ）をもつて充てる。。

第２章 職務権限

（学校長の職責）

第３条 警察学校長（以下「学校長」という ）は、警視総監及び副総監の命を受け、校務。

を掌理する。

（連絡協調）

第３条の２ 学校長は、学校教養に関し、常に警務部長と緊密な連絡を保持しなければなら

ない。

（副校長の職責）

第３条の３ 副校長は、学校長を助け、校務を整理する。

（理事官の職責）

第３条の４ 理事官は、警視総監及び副総監の命を受け、学校長を補佐して校務のうち担任

事務を整理する。

（部長等の職責）

第３条の５ 部長は、学校長及び副校長の命を受け、部の事務を掌理し、部下の職員を指揮

監督する。

２ 管理官は、学校長又は副校長若しくは理事官の命を受け、担任事務の調査、企画及び立



案に従事し、並びに関係事務を整理する。

（教授等の職責）

第３条の６ 教授は、上司の命を受け、教養訓練にあたるとともに、その他の校務を分担掌

理し、部下の職員を指揮監督する。

２ 副主幹は、上司の命を受け、担任事務の調査、企画及び立案に従事し、並びに関係事務

を整理する。

（係長等の職責）

第３条の７ 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

２ 主査は、上司の命を受け、部の事務のうち担任事務を処理する。

（その他の職員の職責）

第３条の８ 第３条及び第３条の３から前条までに規定する職員以外の職員は、上司の命を

受け、担任事務を処理する。

（学校長代理）

第３条の９ 副校長は、学校長に事故あるとき、又は学校長が欠けたときは、学校長の職務

を代理する。

（学校長の専決事項）

第４条 学校長は、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の配置に関すること。

(2) 副校長及び部長の出張、休暇、週休日及び旅行に関すること。

(3) 講師の委嘱に関すること。

(4) 都議会の質問、質疑に対する答弁資料で軽易なもの

(5) 報告、通知、上申、回答等に関すること。

(6) 請願書、陳情書及び建議書の処理に関すること。

(7) 広聴事案の処理に関することで重要なもの

(8) 他の官公庁、関係機関等との学校教養についての連絡に関することで重要なもの

(9) 学校教養についての調査及び研究に関することで重要なもの

(10) 学校教養についての資料の収集及び作成並びに統計に関することで重要なもの

(11) その他副校長において学校長の決裁を要すると認める事項

２ 前項に定めるものであつても、特に重要異例なものについては、警視総監の決裁を受け

なければならない。

（副校長の専決事項）

第４条の２ 副校長は、次の事項を専決することができる。

(1) 請願書、陳情書及び建議書の処理に関することで軽易なもの

(2) 他の官公庁、関係機関等との学校教養についての連絡に関すること。

(3) 学校教養についての調査及び研究に関すること。

(4) 学校教養についての資料の収集及び作成並びに統計に関すること。

(5) その他部長において副校長の決裁を要すると認める事項

（部長の専決事項）

第５条 部長の専決事項については、警視庁本部処務規程（昭和４７年４月１日訓令甲第５

号。以下「本部処務規程」という ）第１２条の規定に準じて、学校長が定める。。

（教授の専決事項）

第６条 教授の専決事項については、本部処務規程第１２条の規定に準じて、学校長が定め



る。

第３章 事務分掌

第７条 削除

（庶務部の分掌事務）

第８条 庶務部に次の係を置き、その事務をつかさどる。

庶務係

(1) 校内の庶務に関すること。

(2) 警察官の採用事務に関すること。

(3) 他の主管に属しない校務に関すること。

企画管理係

(1) 学校運営の企画、調整及び管理に関すること。

会計係

(1) 会計経理に関すること。

(2) 備品の維持管理に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること（他の分掌に属するものを除く 。。）

厚生係

(1) 福利厚生に関すること。

(2) 健康管理に関すること。

(3) 学生の給食に関すること。

（初任教養部の分掌事務）

第９条 初任教養部に次の係を置き、その事務をつかさどる。

教務係

(1) 初任教養及び初任補修教養の実施計画に関すること。

(2) 初任教養及び初任補修教養の調査研究に関すること。

(3) 初任科学生及び初任補修科学生の生活指導に関すること。

教養管理係

(1) 初任教養及び初任補修教養の教養管理に関すること。

術科教養係

(1) 初任科学生及び初任補修科学生の術科教養に関すること。

学級係

(1) 学級の運営に関すること。

(2) 初任科学生及び初任補修科学生の教養（術科教養を除く ）に関すること。。

（専科教養部の分掌事務）

第10条 専科教養部に次の係を置き、その事務をつかさどる。

教務係

(1) 任用科教養及び専科教養の実施計画に関すること。

(2) 任用科教養及び専科教養の調査研究に関すること。

学級第一係

(1) 学級の運営に関すること。

(2) 任用科教養並びに総務部門、警務部門、警備部門及び地域部門に係る専科教養に関

すること。

学級第二係



(1) 学級の運営に関すること。

(2) 交通部門、公安部門、刑事部門及び生活安全部門に係る専科教養に関すること。

第４章 事務処理

（準用）

第11条 警察学校の事務処理に必要な事項については、本部処務規程を準用する。

付 則

この訓令は、昭和３７年１０月１日から施行する。

以下改正付則抄録


